
令和８年４月８日現在

番号 内容 質問 回答

1 対象施設等について
今回の補助金（食料品等購入費等）について、対象となる
施設等を教えてください。

対象となるのは、令和７年１２月１２日（基準日）時点において、山口県内
（下関市を含む）に所在する実施要綱別添１に記載されている介護報酬等で運
営されている施設等（以下「介護施設等」という。）となります。また、基準
日時点において事業活動を行っており、今後も事業継続意思があることが必要
です。

2 対象施設等について
今後、廃業を視野に入れて運営している施設等は、対象事
業所に含まれますか。

令和７年１２月１２日（基準日）時点で開設している介護施設等であっても、
廃止が決定しているについては対象外です。

3 対象施設等について 休止中の施設等は対象に含まれますか。
令和７年１２月１２日時点（基準日）時点で休止中の介護施設等であっても、
申請時点で再開届を提出し、事業を再開している場合は対象です。

4 対象施設等について 今後、開設予定の施設等は対象になりますか。
令和７年１２月１２日時点（基準日）で開設、運営していない場合は対象外で
す。

5 対象施設等について 公立の介護施設は対象になりますか。 対象になります。

6 対象施設等について 施設の定員数の基準日はいつですか。
令和７年４月１日とします。ただし、令和８年４月１日と著しい差が生じてい
る場合は、事務局まで御相談ください。

7 対象施設等について
施設等は山口県内にあるものの、本社が山口県内にない場
合、申請できますか。

本社が山口県外であっても、山口県内を所在地とする介護施設等が存在する場
合は、当該施設等分については対象となります。
ただし、県外に所在地を有する施設等については、本補助金の対象外ですの
で、申請の際にはご注意ください。

8 申請方法について 申請方法はどのようにすればいいですか。

ホームページに申請書（エクセルファイル）を掲載しています。ダウンロード
していただき、シートの案内及びコメント等を参考にご入力ください。
入力後は原則メールで事務局（送信先はホームページ等に掲載）にお送りくだ
さい。
※提出先は県ではありません。お間違えの無いようご注意ください。

9 申請方法について 郵送での申請はできますか。
申請については、原則オンライン（メール）にてお願いします。
オンラインでの申請が困難な方は、事務局へご相談ください。

10 申請方法について
複数の事業所を運営する場合、事業所毎に申請することに
なりますか。

重複や漏れを防ぐため、法人単位で１度の申請をお願いします。

11 申請方法について
交付申請書（別記第１号様式）に部署名の欄があります
が、部署がない場合、どのように記載したらよいですか。

部署がない場合、空欄で構いません。

12 提出書類について 申請書類は何が必要ですか。

申請に必要な書類は、次の４つです。
（１）介護施設等に対するサービス継続支援事業（食料品等購入費等）
　　　に係る交付申請書（別記第２号様式）
（２）事業所・施設別申請額一覧表（様式１）
（３）介護施設等に対するサービス継続支援事業（食料品等購入費等）
　　　に関する事業実施計画書（様式２）※申請施設等ごとに作成
（４）振込先口座申出書（様式３）
　
　申請書ファイル内に４つとも含まれていますので、作成後のファイルをお送
りいただければ申請が完了します。

13 提出書類について
添付資料として、支出（予定）内容を証明する資料（見積
書、領収書、支払記録等）の提出は必要ですか。

支出（予定）内容を証明する資料（見積書、領収書、支払記録等）は、県から
求めがあった場合に速やかに提出できるよう、介護施設等で適切に保管してく
ださい。

14 対象経費について いつから発生した経費が対象となりますか。 令和８年４月から令和８年１２月までの経費を対象とします。

15 対象経費について

様式２の確認事項に「支出予定の費用について、重点支援
交付金と重複は生じていない。」と記載されていますが、
本年度の山口県介護施設等物価高騰対策支援事業補助金
（以下、物価高騰補助金という）を申請する場合、本補助
金の申請は不可となりますか。

両補助金とも申請可能です。
本補助金申請時に記載いただく所要額（令和８年４月から令和８年１２月まで
の支出見込額）から物価高騰補助金申請額を差引する必要があります（様式の
記載欄どおりに記載いただければ自動計算されます）。

16 対象経費について
令和８年４月から令和８年１２月までの支出見込額から物
価高騰補助金申請額を差引する理由を教えてください。

本補助金は重点支援交付金事業と対象経費が重複することは認められていない
ことから、重点支援交付金を活用した物価高騰補助金については、対象経費か
ら差引することで重複していないことを確認するものです。
ただし、差引後の対象経費と補助上限額を比較して、差引後の対象経費が補助
上限額を上回る場合、補助上限額が申請額となります（物価高騰補助金申請分
が補助上限額から減額されるものではありません）。
なお、物価高騰補助金に限らず、対象経費が重複する他の補助金や重点支援交
付金との重複は認められませんので、御留意ください。

介護施設等に対するサービス継続支援事業（食料品等購入費等） Q＆A



17 対象経費について
食料品の購入費のほか食事の準備の外注費（セントラル
キッチンの利用など、食事の準備の委託費等）は対象です
か。

対象となります。

18 対象経費について 食事提供に係る職員の賃金も対象ですか。
対象外です。
施設職員の賃金に充てることはできません。

19 対象経費について
食料品の購入のためのギフトカードの購入費は対象です
か。

対象外です。

20 申請後の手続き等について
交付申請を行い、交付決定を受けた後はどのような手続き
が必要ですか。

令和８年１２月末までに事業完了をしていただき、事業完了後、実績報告書を
御提出いただくこととなります。
なお、実績報告の提出期限等につきましては、令和９年１月頃を予定しており
ますが、別途かいごへるぷやまぐち等でお知らせします。

21 申請後の手続き等について 交付決定はいつ頃でしょうか。
申請受付期限（６月３０日）後に交付決定を行うこととしておりますので、７
月中旬頃を予定しております。

22 申請後の手続き等について 補助金が振り込まれる時期はいつ頃でしょうか。
交付決定後、県にて支払の手続きを行い、８月中下旬頃にお支払いする予定で
す。

23 申請後の手続き等について 仕入控除税額の報告は必要ですか。
消費税及び地方消費税は補助対象としておりませんので、仕入控除税額の報告
は不要です。


